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新たな担い手による水源地域の振興のあり方とは 

～水源地域の振興のあり方に関する検討会報告書の公表～ 

 

 

 

 

水源地域振興は、ダム建設によって基礎条件が著しく変化する地域の生活再建や地域振興を

主な目的としてハード整備を中心に実施されてきましたが、当該地域の振興にとどまらず、流

域全体の水源確保や災害予防・国土保全の観点からも重要な役割を担ってきました。 

こうした水源地域の持つ重要な役割に鑑み、水源地域を将来にわたって存続させていく必要

がありますが、水源地域が自らの力のみで振興を継続していくことが困難な状況となっていま

す。一方で、個々の水源地域を見れば、地方創生の取組など先進的な事例が各地で見られるよ

うになりました。 

 

こうした背景を踏まえ、平成 31 年 2 月に「新たな担い手等による今後の水源地域振興のあ

り方に関する検討会」を設置し、今後の水源地域振興のあり方について議論を行ってきまし

た。今般の検討会の報告書がとりまとめられましたので公表いたします。 

報告書では、 

・水源地振興における流域連携の為の施策テーマについての短期的視点及び長期的視点 

・地域振興、地域連携における新たな担い手導入を含む人材育成及び組織創設 

・水源地域振興を流域全体の取組とする下流へのアプローチ 

・モデル的事業実施によるプロセスの整理・記録及び本情報の他地域への展開 

等が示されており、この内容をもとに、今後、国において適切な施策の推進を期待するもので

す。 

 

【添付資料】 

 ○「新たな担い手等による今後の水源地域振興のあり方に関する検討報告書」 

 

検討会の開催状況、資料等は、以下の URL に掲載しています。 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/mizukokudo_mizsei_fr3_000011.html 

 

 

 

 

 平成 31 年２月より全 3 回で開催されました「新たな担い手等による今後の水源地域振

興のあり方に関する検討会」についての報告書をとりまとめましたので公表いたします。 
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